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１．はじめに

手芸とは，個人が大量生産を目的とせずに行う編み

物や刺しゅう等の創作活動をいう(1)。我が国では，明

治期から女性の教養の 1 つとして奨励されていたが，

戦後，編み物，刺しゅう，パッチワーク等の様々な手

芸が広く一般家庭に普及するようになり，現在では多

くの人に趣味として楽しまれている(2)。その一方で，

近年のインターネットの急速な普及により，自分の作

品をブログ等で発表したり，オークションサイト等を

利用して他人に販売したりすることが簡単にできるよ

うになった。

しかしながら，x手芸作品yや，その作り方を解説し

たx手芸レシピyが，法的にどのように保護されるの

かという点についての情報は少ないため，手芸作家や

手芸愛好家の間では，「手芸レシピの本を見て作った

作品を販売しても問題ないか？」「自分の作品が真似

されているようだが，権利侵害ではないか？」等の疑

問も聞かれる(3)。

そこで，本稿では，主に著作権を中心に，手芸作品

及び手芸レシピの法的保護に関する現在の議論を整理

し，派生する問題点について検討を行う。

２．手芸作品の著作物性

（１） 応用美術の著作物性に関する議論

手芸作品は美的な創作物の一種であるが，衣服，人

形，バッグ等のように，実用品・日用品として作成さ

れる場合が多い。

そのため，手芸作品は，実用品に応用された美術，

すなわち，応用美術に分類されるものと考えられる。

しかし，我が国の著作権法には応用美術に関する明

文規定がなく，「美術の著作物」が「美術工芸品」（応

用美術の一種である）を含むと規定されているだけで

あるため（2条 2項），従来から「美術工芸品」以外の

応用美術が「美術の著作物」（10 条 1 項 4 号）として保

護されるか否かが問題とされてきた。

裁判例は，2条 2項を「美術の著作物」の例示規定と

解し，美術工芸品以外の応用美術にも保護の範囲を広

げてきたが，保護要件については，絵画等の純粋美術

の場合とは何らかの区別をしているものが多い(4)。

また，これまでの裁判例を概観すると，応用美術が

「純粋美術と同視できる」場合に著作物性を認めてい

るものが多く，基本的に，実用性や機能性の面を離れ

て独立して美的鑑賞の対象となるか否かを判断基準に

しているとの指摘がある(5)。

しかし，近年，知財高裁は，家具（幼児用椅子）の

デザインに関する著作物性が争われた［TRIPP

手芸作品及び手芸レシピの法的保護

パテント 2017 Vol. 70 No. 4− 94 −

会員・弁護士 引地 麻由子

手芸作品及び手芸レシピの法的保護

編み物や刺しゅうに代表される手芸は，古くから多くの人に趣味として親しまれている。近年，インター

ネットの普及によって，個人が作った作品を発表したり販売したりすることが容易となったことから，手芸の

知的財産としての価値に注目が集まっている。特に，手芸作品及び手芸レシピが法的にどのように保護される

のかに興味が持たれているようである。そこで，本稿では，主に著作権を中心に，手芸作品及び手芸レシピの

法的保護に関する現在の議論を整理するとともに，派生する問題点について検討を行い，今後の保護の在り方

を考察する一助としたい。

要 約



TRAPP 控訴審］(6)において，「応用美術は，装身具等

実用品自体であるもの，家具に施された彫刻等実用品

と結合されたもの，染色図案等実用品の模様として利

用されることを目的とするものなど様々であり，表現

態様も多様であるから，応用美術に一律に適用すべき

ものとして，高い創作性の有無の判断基準を設定する

ことは相当とはいえず，個別具体的に，作成者の個性

が発揮されているか否かを検討すべきである。」と判

示して，応用美術の著作物性について柔軟な判断基準

を示した。

この見解は従前の裁判例の見解と異なるものであ

り，今後の裁判例の動向が注目される(7)。

（２） 手芸作品の保護の可能性

［TRIPP TRAPP 控訴審］の見解に基づけば，手芸

作品についても，作成者の個性が発揮されている場合

には著作物性が認められ，「美術の著作物」（10 条 1 項

4 号）として保護される可能性があることになる。

具体的に検討すると，手芸作品の中でも，特に鑑賞

を目的として作成され，外観上の表現に特徴を有する

作品（例えば，絵画的な図案を表現した壁掛けや，高

い装飾性を備えたオブジェ等）は，絵画や彫刻と同様，

作成者の個性の発揮を見てとることができるので，著

作物性が認められる可能性が高いと考えられる（図 1

参照）。

図 1 個性的な手芸作品の例（©2014 Asako Shibasaki）

これに対し，従来から知られている模様や図柄を単

純に組み合わせただけの作品には，作成者の個性が発

揮されているとは言い難く，著作物性が認められる可

能性が低いと考えられる。また，バッグや帽子等のよ

うに，実用的な機能によってデザインが制約を受ける

作品については，作成者の個性を発揮することが難し

い場合もあるだろう。

しかし，そのような作品であっても，今までにない

独自の創作性を付加することにより，多少なりとも作

成者の個性を発揮することができれば，著作物として

保護を受けられる余地は十分にあると考えられる。

・模 様・図
柄・形状等に
一定の工夫を
凝らしたもの

中間領域

表 1 手芸作品の著作物性（裁判例や学説を参考に筆者が作成）

著作物性が認められ
る可能性が高いもの

・作成者の個性が強
く発揮されているも
の
・美的鑑賞の対象と
なるもの
（例：絵画的な図柄を
表現した壁掛け，高
い装飾性を有する立
体的なオブジェ）

著作物性が認められ
る可能性が低いもの

・周知の模様・図柄・
形状を単純に組み合
わせたもの
・実用性・機能性のみ
に基づくデザイン
（例：一般的な形状の
バッグであって，模
様に特徴がないもの）

両者の中間

（３） 創作的表現とアイディアの区別

完成品としての手芸作品が，著作物として著作権法

上の保護の対象となるのに対し，作品の作り方やデザ

インに関するアイディアそのものは，著作物に該当せ

ず，著作権法上の保護の対象にならない。

このことを判示した裁判例として，［手編みベスト

事件］(8)がある。裁判所は，四角形の基本モチーフ（構

成単位）を正五角形の形につなげて構成した衣服（女

性用ベスト）の著作物性について，「そのような構成を

有する衣服を作成するという抽象的な構想又はアイデ

アにとどまるものというべきものと解され，創作性の

根拠となるものではない」として，著作物性を否定し

た。

その一方で，同判決は，「原告編み物においては，編

み目の方向の変化，編み目の重なり，各モチーフの色

の選択，編み地の選択等の点が，その表現を基礎付け

る具体的構成となっているものということができる」

（下線部筆者）とも述べていることから，編み物作品の

場合，これらに作成者の個性が発揮されていれば，著

作物性が認められる余地があるといえるだろう(9)。

３．手芸レシピの著作物性

（１） 手芸レシピとは

手芸作品は，外観から作り方を推測できないものが
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多い。そこで，誰でも同じ作品を作ることができるよ

うに，文章・写真・図表を用いて作り方を説明したも

の（以下，「手芸レシピ」という。）が用いられる。従

来，手芸レシピは書籍の形で頒布されることが多かっ

たが，現在では，企業や個人のホームページから手軽

に入手できるものが増えている。そこで，以下では，

手芸作品とはいったん切り離して，手芸レシピ自体の

著作物性について検討する。

（２） 文章等により作業手順を説明した手芸レシピ

手芸レシピは，作業手順を文章や写真・イラスト等

を用いて時系列的に解説したものが多い。このような

手芸レシピに表現上の創作性がある場合，「言語の著

作物」（10 条 1 項 1 号）として保護される可能性がある。

例えば，初心者にも理解しやすいように，手順を細

かく分けて詳細に説明したり，写真やイラストを工夫

したりすることによって，表現上の創作性が発揮され

ている場合には，著作物性が認められる可能性が高い

と考えられる。

これに対し，各作業手順の要点のみを専門用語を用

いて簡潔に箇条書きしたようなものは，創作性を発揮

する余地が少なく，著作物性が認められない場合が多

いと思われる(10)。

（３） 編み図や型紙等で表現された手芸レシピ

手芸レシピは，編み図や型紙等の図表（以下，総称

して「編み図等」という。）を含んでいる場合が多い

（図 2 参照）。編み図等には多くの情報が含まれてお

り，慣れた人であれば，説明文を読まなくても編み図

等だけを頼りに作品を作ることができる。

図 2 編目記号を用いた編み図の例

（「子どものニット」（2002），雄鶏社，p55 より）

編み図等は「図面の著作物」（10 条 1 項 6号）として

保護される可能性があるが，近年の裁判例の多くは，

図面の著作物性について，単に共通のルールや共通の

製図法に基づいて作成されただけでは足りず，作図上

の表現方法やその具体的な表現内容に作成者の個性が

発揮されていなければならない，という見解に立って

いる(11)。

前述した［手編みベスト事件］(12)においても，裁判

所は，編み図の著作物性について「図面としての見や

すさや，編み方の説明のわかりやすさに関する創意工

夫が表現上現れているかによって創作性の有無を検討

すべき」とした上で，「原告編み図は，編み図における

一般的な表示方法又は表示ルールに従い，他の編み図

でも一般的に採用されている構成によって，原告編み

物の作成方法を説明したものである」ことを理由に，

著作物性を否定した。

この判決は，「一般的な表示方法又は表示ルール」に

従って作成された編み図には著作物性が認められな

い，という見解を示すようにも思われる。

しかし，現在普及している編み図のほとんどは「一

般的な表示方法又は表示ルール」としての JIS 規格

「編目記号」(13)に従っているため，上記の考え方を貫い

た場合，これらすべてに著作物性が認められなくなっ

てしまうおそれがある。

筆者は，編み図等を作成する場合に共通の表示方

法・表示ルールを用いることは当然であって，そのこ

とをもって直ちに著作物性を否定することは誤りであ

ると考えている。編み図等を作成する際には，限られ

た紙面上に，いかに必要な情報を分かりやすく盛り込

めるかが重要であり，この点にこそ，作成者の個性の

発揮や，創意工夫を行う余地が存在するように思われ

るからである(14)。

・表現が実用的・機能
的で選択の余地がほ
とんどないもの
・ありふれた表現
（例：作業手順を簡潔
に箇条書きにしたも
の，一般的な編目記
号のみで表記された
もの）

著作物性が認められ
る可能性が低いもの

・表現方法・表現内容
に作成者の個性が発
揮されているもの
・作図上の創意工夫
があるもの
（例：写真やイラスト
を用いて詳細に説明
したもの，編み図に
着色等を施して見や
すく工夫したもの）

著作物性が認められ
る可能性が高いもの

表 2 手芸レシピの著作物性（裁判例や学説を参考に筆者が作成）

中間領域

（例：一般的
な編み図等と
説明文の組み
合わせ）

両者の中間
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（４） 手芸作品と手芸レシピの関係

それでは，手芸作品に著作物性が認められる場合，

その作り方を説明した手芸レシピにも，当然に著作物

性が認められるだろうか。

設計図の著作物性と建築物の著作物性が別の問題で

あるのと同様(15)，手芸レシピの著作物性と手芸作品の

著作物性は別の問題である。ある手芸作品に著作物性

が認められたとしても，その作り方を説明した手芸レ

シピに著作物性があるとは限らない。

もっとも，手芸作品の創作性が，その手芸レシピに

も現れている場合には，手芸レシピにも著作物性を認

めるべきであろう。また，このような場合，手芸レシ

ピを手芸作品の二次的著作物と捉える余地もあると考

えられる。

４．その他の法律による保護

（１） 意匠権による保護

意匠法は「工業上利用することができる意匠」（意匠

法 3条 1項）を保護の対象としていることから，本来，

手作業で 1つずつ作成される手芸作品の保護にはなじ

まないようにも思われる。

しかし，手芸作品のデザインや，模様（編地，織地

等）は，意匠権による保護が可能である。特に，他人

に模倣されて量産されるおそれがあるもの（例えば，

個性的な形状のバッグ等）は，意匠権による保護に適

していると考えられる。

（２） 特許権・実用新案権による保護

一般的に，手芸作品は慣用的な技法（縫い方・編み

方）の組み合わせから構成されるものが多いため，進

歩性の要件を満たすことは難しいようにも思われる。

しかし，技術的な効果があるもの（例えば，保温機

能を持たせた編み方に特徴があるものや，布を伸縮自

在に縫い合わせた点に特徴があるもの等）について

は，特許や実用新案による保護を受けられる可能性が

ある。

（３） 不正競争防止法による保護

「他人の商品の形態」を「模倣した商品」（デッドコ

ピー）を販売したり輸出したりする行為は，「不正競

争」に該当する（不正競争防止法 2条 1項 3号）。

したがって，手芸作品を「商品」として販売してい

る者は，他人がその商品を模倣した商品を販売し，そ

れによって営業上の利益を侵害された場合に，不正競

争防止法に基づき，差止め請求（同法 3条）や損害賠

償請求（同法 4条）を行うことができる。

５．派生する問題点

（１） 他人の創作した手芸作品を複製する行為

手芸愛好家が，本などに掲載されている手芸レシピ

を見ながら手芸作品を作る場合，他人（手芸作家）の

作品をそのまま複製していることになるが，これには

著作権法上どのような問題があるだろうか。

以下，甲が創作した手芸作品（以下，「甲作品」とい

う。）の手芸レシピ（以下，「甲作品の手芸レシピ」と

いう。）に従って，乙が同一の手芸作品を作る場合につ

いて検討する。（なお，「甲作品」は産業財産権の登録

を受けていないものとし，著作権侵害の成否について

のみ検討する。）

①「甲作品」に著作物性が認められる場合

乙の行為は「甲作品」の複製に該当するといえるが，

私的使用のための複製（30 条 1 項）に該当する場合に

は，甲の承諾を得ずに自由に行うことができる。例え

ば，乙が個人的に楽しむ目的や，家族にプレゼントす

る目的で「甲作品」を複製する場合がこれにあたる。

②「甲作品」に著作物性が認められない場合

「甲作品」が著作権で保護されていない以上，乙は自

由に「甲作品」の複製を行うことができる。

（２） 他人の創作した手芸作品を複製し，第三者に

販売する行為

それでは，乙が，「甲作品」を複製し，ネットオーク

ション等を利用して第三者に販売した場合には，著作

権法上どのような問題があるだろうか。

①「甲作品」に著作物性が認められる場合

乙が第三者に販売する目的で「甲作品」を複製する

行為は，私的使用のための複製とはいえず，その他の

例外規定に定める場合にも当たらないから，甲の承諾

を得ない限り「甲作品」の著作権侵害となる。

②「甲作品」に著作物性が認められない場合

「甲作品」に著作権がないのであるから，乙が甲の承

諾を得ずに「甲作品」を第三者に販売しても，著作権

法上の問題は生じない。

（３） 他人が創作した手芸レシピを利用する行為

次に，乙が，手芸レシピの本などに掲載されている
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「甲作品の手芸レシピ」を利用する場合について検討

する。

①「甲作品の手芸レシピ」に著作物性が認められる

場合

乙が，自分で書き込みをするためにコピーを取る場

合等のように，私的使用の目的で「甲作品の手芸レシ

ピ」を複製する場合には，著作権法上の問題は生じな

い（30 条 1 項）。

これに対し，乙が「甲作品の手芸レシピ」を不特定

多数の人に配布したり，ウェブサイト上に転載したり

する行為は，甲の承諾を得ない限り，「甲作品の手芸レ

シピ」の著作権（複製権，公衆送信権）侵害となる。

②「甲作品の手芸レシピ」に著作物性が認められな

い場合

「甲作品の手芸レシピ」の表現に創作性がなく，著作

物として保護されない場合には，原則として，乙はこ

れを自由に利用することができる。

但し，例外的に，原作品である「甲作品」に著作物

性が認められ，かつ，「甲作品の手芸レシピ」が「甲作

品」の二次的著作物に該当するような場合について

は，「甲作品の手芸レシピ」にも「甲作品」の著作権が

及ぶと考えられる。

（４） 他人の手芸作品の手芸レシピを作成する行為

乙が，「甲作品」の作り方を研究し，その作り方を説

明した「甲作品の手芸レシピ」を作成して他人に公開

した場合はどうか(16)。

①「甲作品」に著作物性が認められる場合

乙が「甲作品」に基づいて「甲作品の手芸レシピ」

を作成する行為は，「甲作品」の翻案に該当する場合が

ある(17)。したがって，甲の承諾を得ずに他人に公開し

た場合には，「甲作品」の著作権（翻案権）侵害となる

可能性がある。

②「甲作品」に著作物性が認められない場合

乙が「甲作品」に基づいて作成した「甲作品の手芸

レシピ」を他人に公開しても，著作権法上の問題は生

じない。

（５） 一般不法行為の成立の可能性

以上検討してきたように，甲が乙に対して著作権を

行使するためには，「甲作品」と「甲作品の手芸レシ

ピ」のいずれかに著作物性が認められることが必要で

ある。すなわち，「甲作品」と「甲作品の手芸レシピ」

の両方に著作物性が認められない場合には，乙がこれ

らをどのように利用しても著作権侵害の問題を生じな

いので，手芸レシピを見て作った「甲作品」を販売す

ることも自由にできるということになる。

しかし，手芸レシピやウェブサイトには，「商業目的

での利用を禁じます」「掲載作品の販売はご遠慮くだ

さい」等の注意書きが表示されている場合がある。

「甲作品」や「甲作品のレシピ」が著作権によって保護

されていない場合，これらの注意書きはどの程度の法

的拘束力を有するのだろうか。

乙が事前に利用条件に同意したような場合とは異な

り，甲の一方的な注意書きがあることのみをもって，

甲乙間に商業的利用を行わない旨の合意が成立したと

認定することは，一般的には困難と考えられる。

そこで，乙がこれらの注意書きを無視して商業的利

用（販売等）を行った場合に，一般不法行為（民法 709

条）が成立するか否かが問題となるが，最高裁は，著

作権法上の保護が及ばない場合の一般不法行為の成立

要件について，「同条各号（筆者注：著作権法 6条各

号）所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は，

同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは

異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の

事情がない限り，不法行為を構成するものではな

い」(18)という見解を示している。

この見解に基づけば，乙に不法行為の成立が認めら

れるのは，乙が甲の「法的に保護された利益を侵害」

したといえるような例外的なケースに限られることと

なり，甲にとって不利な結論となる可能性がある。

そこで，甲が自分の手芸作品や手芸レシピの商業的

利用を確実に禁止したい場合は，事前に乙から同意を

取り付けておくことが有効である。例えば，手芸レシ

ピのダウンロードサービスを提供している場合には，

予め「商業的利用を行わないことに同意しました。」と

いうチェックボックスを設けておき，チェックを入れ

た人だけにダウンロードを許可する，という方式を採

用することも一案ではないかと思われる。

６．海外における状況

（１） 手芸作品

米国では，実用品（Useful Object）については，実

用的側面から独立した部分のデザイン（例えば，自動

車に取り付けられた装飾品や，タオルに印刷された図

柄等）のみが著作権法上の保護の対象となる(19)。その
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ため，一般的に，機能的・実用的な手芸作品が著作権

による保護を受けることは難しいと考えられてい

る(20)。

英国では，手芸作品は「work of artistic craftman-

ship」に該当する場合にのみ，美術の著作物として保

護を受けることができる。また，著作物性の判断は裁

判所によって行われ，作成者の意図や美観に訴えるか

どうか等が考慮される(21)。したがって，一般的な手芸

作品は著作権法による保護を受けられない場合が多い

と思われる。

（２） 手芸レシピ

英語圏では，その表現形態にかかわらず，手芸レシ

ピは一般的に「pattern」（knitting pattern, sewing

pattern）と呼ばれる。

米国では，手芸レシピは著作物として保護の対象と

なるが(22)，創作的な表現がなければ保護されないた

め，保護に欠けることを指摘する文献もある(23)。

英国でも，手芸レシピは著作物として保護の対象と

なり，文章で書かれているものについては「文芸の著

作物」，編み図等は「美術の著作物」に分類される(24)。

なお、手芸レシピに「商業利用禁止」の注意書きが

あった場合に，それを無視して商業利用することの可

否（前記 5（5）を参照）については，両国とも否定的

に解釈しており，できるだけ手芸作品や手芸レシピを

法的に保護しようとする姿勢が見てとれる(25)。

７．おわりに

ある手芸作家はその著書の中で，自分の作品を「私

そのものである」(26)と述べている。手芸は，作成者の

個性を表現する手段であり，著作権法の目的である文

化の発展にも資するものであるから，個性ある手芸作

品や手芸レシピは，積極的に著作権で保護することが

望ましいと考える。

しかし，これまでのところ，手芸作品や手芸レシピ

の著作物性について争われた事例は少なく，著作権の

保護が及ぶ範囲についても不明な点が多い。

そのような状況においては，手芸作品のデザイナー

（手芸作家）は，自らの手芸作品や手芸レシピの取扱い

に十分注意を払うことが必要である。特に，手芸レシ

ピについては，ひとたび公開すれば多くの人が作品を

複製する可能性があり，それを規制することは難しい

ということを十分に認識した上で，公開するかどうか

を慎重に決定すべきであると思われる。

また，ユーザー（手芸愛好家）は，他人が創作した

手芸作品や手芸レシピを個人的に楽しむ目的で利用す

ることは問題ないが，販売等を行おうとする場合は，

著作権侵害に該当する可能性があることに注意すべき

である。

ところで，海外では，著作権の消滅や放棄によりパ

ブリック・ドメインとなった手芸レシピ（「ビンテー

ジ・パターン」とも呼ばれる。）を集めて管理している

ウェブサイトが知られており，手芸愛好家の間で広く

活用されている(27)。このようなウェブサイトがあれ

ば，著作権を気にせずに誰でも安心して手芸を楽しむ

ことができるので，非常に有用であると思われる。今

後，日本においてもパブリック・ドメインの利用環境

の整備が進んでいくことに期待したい。

本稿が，少しでも手芸に携わる方々の一助になれば

幸いである。
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